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第１章 計画の基本的な考え方  

 計画策定の背景  

国の刑法犯検挙者中の刑法犯再犯者数は、平成 19年以降、毎年減少しており、令和 4年

は 8万 1,183人でした。検挙者に占める再犯者の割合（再犯者率）については、初犯者数が

大幅に減少していることもあり、年々増加を続け、令和 2年には 49.1％となりましたが、令

和 3年以降は減少に転じ、令和 4年には 47.9％となりました（「令和５年度版 再犯防止推

進白書」より）。 

日野市においては、再犯者数は平成 30年の 87人から減少を続け、令和 4年には 64

人となりましたが、初犯者数も減少しているため令和 4年の再犯者率は 45.7％と刑法犯検

挙者数の約半数は再犯者という状態にあります。このような再犯の傾向は第一次日野市再犯

防止推進計画を策定した令和 3年時点においても同様であり、再犯防止推進に向けた継続

的な取組が必要です。 

令和 5年 3月に国の第二次再犯防止推進計画（以下、国計画）が閣議決定され、令和 6年

3月には東京都が第二次東京都再犯防止推進計画（以下、都計画）を策定し、両計画では国、

地方公共団体、民間協力者等の連携がより一層求められています。 

日野市においても、東京都や保護司会、更生保護女性会、その他関係機関との連携を強化

し、更なる安全で安心なまちづくりを推進するため、国計画、都計画を踏まえた第二次日野市

再犯防止推進計画を策定します。 

 

 再犯防止施策の対象者  

本計画の対象者は、再犯防止推進法第２条第１項で定める「犯罪をした者等」とします。

「犯罪をした者等」とは、「犯罪をした者又は非行少年若しくは非行少年であった者」を言

います。 

■再犯防止推進法 附帯決議■ 

本法における「犯罪をした者等」の認定に当たっては、有罪判決の言渡し若しくは保護処

分の審判を受けた者又は犯罪の嫌疑がないという以外の理由により公訴の提起を受けなか

った者に限定するなど、本法の基本理念を踏まえ、かつ、その罪質、犯罪のなされた時期

を考慮し、不当に拡大した適用をすることがないようにすること。 
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 計画の位置づけ  

本計画は、再犯防止推進法第８条第１項に定める地方再犯防止推進計画として、国の再犯

防止推進計画及び東京都の再犯防止推進計画を勘案し、策定します。 

本市の上位計画である「日野地域未来ビジョン 2030」や「日野市まち・ひと・しごと創生

総合戦略」、「日野市ＳＤＧｓ未来都市計画」、福祉や子ども等の分野における各種計画との

整合を図ります。 

計画内では、「第二次再犯防止推進計画日野・多摩・稲城３市共通理念」の内容に基づく、

再犯の防止を推進する取組のほか、就労・住居確保や保健医療、教育・福祉等の日野市にお

ける各種施策で、再犯の防止等に関する取組を総合的に記載します。 

第８条 都道府県及び市町村は、再犯防止推進計画を勘案して、当該都道府県又は市町村

における再犯の防止等に関する施策の推進に関する計画を定めるよう努めなければならな

い。 

２ 都道府県及び市町村は、地方再犯防止推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞な

く、これを公表するよう努めなければならない。 

  

 

■第二次再犯防止推進計画 

再犯防止推進法の施行を受け、平成２９年２月に「再犯防止推進計画」が閣議決定されま

した。令和５年３月、第一次計画の内容を発展させ、再犯防止施策の更なる推進を図るた

め、第二次再犯防止推進計画が閣議決定されました。第二次再犯防止推進計画には、７つ

の重点課題について、９６の具体的施策が盛り込まれています。

連

携

日野地域未来

ビジョン2030

日野市SDGｓ

未来都市計画

日野市まち・ひと・

しごと創成総合戦略

○ 日野市地域福祉計画

・日野市障害者保健福祉ひの

６か年プラン

・日野市子どもの貧困対策に

関する基本方針

・ひのっ子若者みらいプラン

○まちづくりマスタープラン

・日野市住宅マスタープラン

ほか

日野市再犯防止

推進計画整合

３市共通理念

専門機関

日野・多摩・

稲城３市

市民

事業者

保護司

更生保護

女性会

その他民間

協力者等

国計画

都計画

再犯防止推進法

・

用語解説 
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 第一次計画に基づく取組の検証と第二次計画策定に向けた基

本的な方向性  

日野市は、令和３年に策定した計画に基づき、再犯防止を目的とした施策や、再犯防止推

進につながる施策に取り組んできました。各事業の進捗調査を行ったところ、計画において

再犯防止推進に係るとして取り上げた９０の事業（再掲含むと１１６の事業）のうち、約７

割が実施、約３割が概ね実施、未実施の事業は０という結果になりました。 

また、令和４年６月には、計画に基づく再犯防止等の取組を着実に推進し、その実効性を

確保するため、日野市再犯防止推進委員会を設置しました。委員会は再犯防止に係る関係機

関と日野市の関係部署の職員を委員として、再犯防止施策を推進するための意見交換・情報

交換や、計画の評価・検証などを行ってきました。 

そのほか令和５年に日野市職員を対象として実施した意識調査で、重点課題事業や再犯者

への支援についての認知度が低いことが分かり、令和６年度には更生保護活動、再犯防止推

進に関するコラムを職員に向けて発信しました。さらに、多摩市・稲城市との連携による保

護司会活動への支援等の地道な取組を続けてきました。 

再犯者数は減少傾向にありますが、再犯者率には大きな変化がないことから、更なる再犯

防止の理解促進を図り、また関係機関との連携を更に強固にすることでよりよい支援につな

げていく必要があるという今後の課題が見えてきました。 

その上で、第二次計画の策定に向けた基本的な方向性として、以下の３つを定めます。 

① 再犯防止に係る取組を継続して行っていくこと。 

② 再犯防止につながる再犯防止推進委員会等の多様な場を活用して、関係機関との連携を

更に強固にし、有益な情報を関係者間で適時共有・活用することにより、各取組を効果

的に推進すること。 

③ 再犯防止に資する幅広い情報を、多様な方法で支援者に提供することで、地域の立ち直

り支援の取組を促進していくこと。 

 計画の期間  

計画期間は、令和８年度から令和１２年度までとします。 

 第二次日野・多摩・稲城 ３市共通理念  

日野市・多摩市・稲城市の３市は、これまで「日野・多摩・稲城地区保護司会」と連携して

再犯防止活動に取り組んできた経緯から、令和３年３月に「日野・多摩・稲城３市共通理念」

を策定しました。共通理念は、社会的に弱い立場の人々を含む全ての人を地域社会全体で包

み支え合うソーシャルインクルージョンの考え方のもと、犯罪をした者等が円滑に地域社会

に復帰することができるよう、取組の方向性を示すものです。 
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第二次計画の策定にあたっても「第二次再犯防止推進計画 日野・多摩・稲城３市共通理

念」を令７年３月に策定し、改めて 3 市共通の基本方針、取組の枠組みを定めました。 

共通理念の内容に基づき、日野市・多摩市・稲城市の３市がそれぞれの実情に合わせて再

犯防止推進計画を策定します。 

 

 計画の推進体制  

犯罪をした者等の立ち直りの支援は、地域の理解と協力を得て、保護司会や更生保護女性

会等の関係機関団体や民間協力者、国、東京都、近隣市と連携を図り、情報共有を行いなが

ら継続的に支援を行うことが必要です。 

再犯防止等の取組を着実に推進し、その実効性を確保するために設置した「日野市再犯防

止推進委員会」では、再犯防止の取組や更生保護について、定期的に情報交換・課題共有を

行います。 

また、計画の進捗・管理にあたり、各重点課題の施策に対し、具体的な目標値を設定しま

せんが、ＰＤＣＡサイクル（計画（Ｐｌａｎ）、実行（Ｄｏ）、評価（Ｃｈｅｃｋ）、改善す

る（Ａｃｔｉｏｎ））のもと、各施策の具体的な内容を把握し、同委員会のもと評価・見直し

を図ります。 

 

 

 

 

 

  

 

■ソーシャル・インクルージョン 

「全ての人々を孤独や孤立、排除や摩擦から援護し、健康で文化的な生活の実現につなげ

るよう、社会の構成員として包み支えあう」という理念です。平成１２年１２月に厚生省

（現：厚生労働省）がまとめた「社会的な援護を要する人々に対する社会福祉の在り方に

関する検討会報告書」で、社会的に弱い立場にある人々を社会の一員として包み支えあう

ソーシャル・インクルージョンの理念を進めることを提言しています。 

用語解説 
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日野分区では、22 名（令和８年１月１日時点）の保護司が日常的に活動を行っています。保護司は、

犯罪や非行をした人に対しての支援、地域での啓発活動を行っています。 

【保護司の主な活動】 

１ 立ち直り支援 

 ・保護観察中の人と面接を通じて助言を与えたり就労の支援を行っています。 

 ・刑務所や少年院に収容されている人が釈放される際、住居や仕事を見つけるための環境の調整を

行います。 

２ 地域での啓発活動 

 ・犯罪や非行の予防を目的として「社会を明るくする運動」などの活動を通じて、地域の安全・安

心に貢献します。 

 

「社会を明るくする運動」実施概要 

① 街頭広報活動 

 市内３か所（日野駅・高幡不動駅・豊田イオンモール前広場）において通行する方々に啓発用品を

配布しながら運動への協力を呼びかけます。 

② 出前授業 

 保護司が市内各中学校へ出向き、中学２年生を対象とした更生保護に関する授業を行います。 

③ パネル展示会 

 更生保護・社会を明るくする運動について紹介するパネルを日野市役所で展示します。 

④ 作文コンテスト 

 社会を明るくする運動の理解を深めてもらうために、次世代を担う小中学生に作文の応募を広く

呼びかけます。 

 

これらの活動は再犯防止という大きな目標のために行っています。保護司という存在や活動につい

て広く市民に知ってもらい理解を深めてもらえたらと思っています。安全・安心な日野市を実現する

ために活動を行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コラム１  日野・多摩・稲城地区保護司会日野分区  
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第２章 犯罪防止等を取り巻く状況と課題  

 国と東京都の取組  

 国の取組  

国では再犯防止推進法に基づき、平成２９年１２月に「再犯防止推進計画」を策定、令

和５年３月に「第二次再犯防止推進計画」を策定しました。基本方針は、施策の実施者が

目指すべき方向・視点として、第二次計画においても踏襲されています。重点課題は、第

一次計画を踏まえつつ第二次計画の基本方針に沿って定められています。 

 

〔５つの基本方針〕 

① 犯罪をした者等が、多様化が進む社会において孤立することなく、再び社会を構成す

る一員となることができるよう、あらゆる者と共に歩む「誰一人取り残さない」社会

の実現に向け、関係行政機関が相互に緊密な連携をしつつ、地方公共団体・民間の団

体その他の関係者との緊密な連携協力をも確保し、再犯の防止等に関する施策を総合

的に推進すること。 

② 犯罪をした者等が、その特性に応じ、刑事司法手続のあらゆる段階において、切れ目

なく、再犯を防止するために必要な指導及び支援を受けられるようにすること。 

③ 再犯の防止等に関する施策は、生命を奪われる、身体的・精神的苦痛を負わされる、

あるいは財産的被害を負わされるといった被害に加え、それらに劣らぬ事後的な精神

的苦痛・不安にさいなまれる犯罪被害者等が存在することを十分に認識して行うとと

もに、犯罪をした者等が、犯罪の責任等を自覚し、犯罪被害者の心情等を理解し、自ら

社会復帰のために努力することの重要性を踏まえて行うこと。 

④ 再犯の防止等に関する施策は、犯罪及び非行の実態、効果検証及び調査研究の成果等

を踏まえ、必要に応じて再犯の防止等に関する活動を行う民間の団体その他の関係者

から意見聴取するなどして見直しを行い、社会情勢等に応じた効果的なものとするこ

と。 

⑤ 国民にとって再犯の防止等に関する施策は身近なものではないという現状を十分に

認識し、更生の意欲を有する犯罪をした者等が、責任ある社会の構成員として受け入

れられるよう、再犯の防止等に関する取組を、分かりやすく効果的に広報するなどし

て、広く国民の関心と理解が得られるものとしていくこと。 

 

〔７つの重点課題〕 

① 就労・住居の確保等 

② 保健医療・福祉サービスの利用の促進等 

③ 学校等と連携した修学支援の実施等 
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④ 犯罪をした者等の特性に応じた効果的な指導の実施等 

⑤ 民間協力者の活動の促進等 

⑥ 地域による包摂の推進 

⑦ 再犯防止に向けた基盤の整備等 

 

 東京都の取組  

 東京都は国の再犯防止推進計画を踏まえ、令和元年に「東京都再犯防止推進計画」を策

定、令和６年３月に「第二次東京都再犯防止推進計画」を策定しました。国の第二次再犯

防止推進計画の掲げられている５つの基本方針を踏まえ、６つの重点課題を定めています。 

≪６つの重点課題≫ 

① 就労・住居の確保等 

② 保健医療・福祉サービスの利用の促進等 

③ 非行の防止・学校と連携した修学支援等 

④ 犯罪をした者等の特性に応じた効果的な指導・支援等 

⑤ 民間協力者の活動の推進、広報・啓発活動の推進等 

⑥ 再犯防止のための連携体制の整備等 
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 日野市の現状と課題  

 刑法犯再犯者検挙人員及び再犯者率（刑法犯検挙人員のうち再犯者の割合）  

日野市における再犯者数については、平成 30 年から令和 4 年にかけて、23 人減少してお

り、再犯防止施策の効果が表れています。しかしながら、再犯者率をみると、平成 30 年時点か

ら大きな変化はなく、警視庁や全国の再犯者率を若干下回っているものの、全体の半数近くが

再犯者という状況であり、引き続き再犯防止施策を推進していくことが求められます。 

  

  

平成 30年 令和元年 令和 2年 令和 3年 令和 4年 

再犯者数 

（人） 

再犯

者率 

（％） 

再犯者数 

（人） 

再犯

者率 

（％） 

再犯者数 

（人） 

再犯

者率 

（％） 

再犯者数 

（人） 

再犯

者率 

（％） 

再犯者数 

（人） 

再犯

者率 

（％） 

日野警察署 87 44.6 75 46.9 73 55.7 59 48.8 64 45.7 

警視庁 12,573 49.5 11,320 50.8 10,618 50.7 9,809 51.4 9,658 51.0 

全国 92,023 50.5 86,952 50.5 83,384 50.6 79,809 50.0 76,250 49.5 

※少年の検挙人員を含まない 

 

 

 刑法犯年齢別検挙人員の動向（令和４年・単位：人）  

年齢別検挙人員の特徴として、全国では高齢化の影響もあり６５歳以上の割合が高く、また

警視庁においては若年層の検挙人員が多く２０代から３０代の割合が高くなっています。日野

市の年齢別検挙人員では、２０代と６５歳以上の割合が高くなっており、若年層と高齢者に対

する具体的なアプローチが必要となっています。 
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警察署別刑法犯年齢別検挙人員割合（法務省矯正局東京矯正管区提供） 

 20~29歳 30~39歳 40~49歳 50~５９歳 ６0~６４歳 65歳以上 

日野警

察署 

 

３５ 

（25.0％） 

１６ 

（１１.４％） 

２３ 

（16.4%） 

２１ 

（15.0%） 

５ 

（3.6%） 

４０ 

（28.6%） 

警視庁 

 

４,８３５ 

（25.５%） 

３,５６６ 

（18.８%） 

３,３３１ 

（17.6%） 

２,８５３ 

（15.１%） 

９６９ 

（5.1%） 

３,３７７ 

（17.8%） 

全国 

 

３０,２６５

（19.６%） 

２４,６００ 

（16.0%） 

２６,８２６ 

（17.4%） 

２４,２０７ 

（15.7%） 

８,９９１ 

（5.8%） 

39,１４４ 

（25.4%） 

 

 

 

 検挙人員の罪名別構成比（令和４年・単位：％）  

全高齢者では窃盗の割合が約７割で、全年齢層と比べて高くなっています。特に女性高齢

者では約９割が窃盗であり、万引きによる者の割合が約７割と顕著に高い特徴があります。 

また、少年層では、窃盗の割合がほぼ同一の約５割となっていますが、詐欺の割合が高齢者

と比較すると多くなっています。ＳＮＳで犯罪実行者を募集する手口による強盗事件等が増加

していることも背景として考えられます。 

20～29歳

25.0%

30～39歳

11.4%

40～49歳

16.4%

50～59歳

15.0%

60～64歳

3.6%

65歳以上

28.6%

日野警察署

令和４年刑法犯年齢別

検挙人員比率

20～29歳

25.5%

30～39歳

18.8%

40～49歳

17.6%

50～59歳

15.1%

60～64歳

5.1%

65歳以上

17.8%

警視庁

令和４年刑法犯年齢別

検挙人員比率
20～29歳

19.6%

30～39歳

16.0%

40～49歳

17.4%

50～59歳

15.7%

60～64歳

5.8%

65歳以上

25.4%

全国

令和４年刑法犯年齢別

検挙人員比率
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（令和５年版犯罪白書より） ※（ ）内は人員  ※「万引き」と「万引き以外の窃盗」をあわせて「窃盗」   単位：％ 

 
万引き 

万引き以

外の窃盗 

傷害・ 

暴行 
横領 詐欺 その他 

全年齢層 （169,409人） ２７．１ １９．７ 2４．５ ５．５ 6.２ １７．０ 

全高齢者 （39,144人） ４９．３ １９．３ １５．０ 5.０ 2.１ ９．２ 

うち男性高齢者 （26,855人） ３９．１ 2０．５ ２０．０ 6.０ 2.３ １２．０ 

うち女性高齢者 （12,289人） 7１．６ 16.７ 4.０ 2.8 1.８ ３．１ 

（令和４年の刑法犯に関する統計資料より） 

 万引き 万引き以

外の窃盗 

傷害 占有離脱

物横領 

詐欺 その他 

少年層（15,376人） 22.1 27.9 10.2 7.7 5.3 ２６.8 

 

 

 

27.1%, 万引き

49.3%, 万引き

39.1%, 万引き

71.6%, 万引き

19.7%, 万引き以外の窃盗

19.3%, 万引き以外の窃盗

20.5%, 万引き以外の窃盗

16.7%, 万引き以外の窃盗

6.2%, 詐欺

2.1%, 詐欺

2.3%, 詐欺

1.8%, 詐欺

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全年齢層（169,409人）

全高齢者（39,144人)

男性高齢者（26,855人）

女性高齢者（12,289人）

万引き 万引き以外の窃盗 傷害・暴行 横領 詐欺 その他

22.1%, 万引き 27.9%, 万引き以外の窃盗 5.3%, 詐欺

0% 20% 40% 60% 80% 100%

少年層（15,376人）

万引き 万引き以外の窃盗 傷害 占有離脱物横領 詐欺 その他

※出典元の違いにより、罪名が一部異なる部分があります。 



 

12 
 

＜参考①＞警察署別高齢者の検挙人員の刑法犯名構成比 （法務省矯正局東京矯正管区提供） 単

位:％ 

 

＜参考②＞検挙人員全体に占める 65歳以上の割合と高齢化率の推移（単位：％） 

（令和４年警視庁の統計及び令和４年版高齢社会白書より） 

 平成７年 平成 1７年 平成 2７年 令和３年 

検挙人員全体に占める 65歳以上の割合 ３．９ １０．８ １９．９ ２３．５ 

高齢化率(65歳以上人口の割合） １４．６ ２０．２ ２６．６ ２８．９ 

 

＜参考③人口及び高齢者人口の将来推計（令和 2年を 100とした場合の指数）＞ 

（国立社会保障・人口問題研究所「令和５年日本の地域別将来推計人口」及び「日本の将来推計人口(令和５年推計，

出生中位・死亡中位）」より） 

  令和７年 令和 12年 令和 17年 令和 22年 令和２７年 

日野市 
総人口 10０．８ 10１．０ 10０．７ ９９．９ ９８．９ 

65歳以上人口 1０２．２ １０７．０ 1１５．５ 1２５．５ 13０．７ 

東京都 
総人口 10１．１ 102.１ １０２.９ 10３．３ 10３．１ 

65歳以上人口 10１．３ １０６．０ 11３.9 1２３.９ 1２９.７ 

全国 
総人口 ９７．７ ９５．２ ９２．５ ８９．４ ８６.3 

65歳以上人口 １０１．４ １０２．６ １０４．７ １０９．５ １０７．９ 

 

 保護司の平均年齢  

保護司の平均年齢は、全国平均と同様、緩やかな増加の傾向があります。定年延長等によ

り仕事を長く続ける人が増えていること等が背景にあり、新しい担い手が増えない状況にあ

ることが考えられます。持続可能な保護司制度の確立に向けた取組として、法務省において

保護司委嘱時の上限年齢を撤廃、任期の見直し等が進められています。日野市においても保

48.6%, 窃盗犯

72.5%, 窃盗犯

65.4%, 窃盗犯

85.7%, 窃盗犯

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全年齢層

全高齢者

男性高齢者

女性高齢者

【日野警察署】令和4年刑法犯

高齢者の検挙人員の刑法犯名構成比（男女別）

凶悪犯 粗暴犯 窃盗犯 知能犯 風俗犯 その他
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護司などの更生保護を支えるボランティアの重要性について周知し、活動しやすい環境づくり

について検討していく必要があります。 

令和５年版犯罪白書より※全国平均のみ  ※各年１月１日時点の値      単位：歳 

 平成３１年 

（令和元年） 
令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 

日野市 64.1 65.3 65.0 64.9 65.3 

東京都平均 63.8 63.7 ６３．４ 63.9 64.1 

全国平均 65.1 65.0 ６５．１ 65.4 65.5 

 

 社会を明るくする運動の参加者数  

犯罪や非行のない安全で安心な地域社会を築くための全国的な運動である「社会を明る

くする運動」には、毎年多くの方に参加いただいています。再犯防止に向けた啓発事業と

して、今後も推進していくことが求められます。 

（法務省大臣官房秘書課提供 ※全国及び東京都のみ）  単位:人 

 平成３１年 

（令和元年） 
令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 

日野市 
61 新型コロナウイルス感染防

止のため実施せず 
85 87 

東京都 318,432 35,164 72,950 106,036 １５１，７３０ 

全国 2,969,544 ５７７，０４７ 867,395 1,284,167 1,398,782 

 

 

  

■更生保護 

犯罪や非行等をした人を社会の中で適切に処遇することで、再犯を防ぎ、非行をなくし、

これらの人たちが自立し更生することを支援することで、社会を保護し、個人と公共の福

祉を増進する活動です。 

■保護司 

犯罪や非行等をした人の立ち直りを地域で支えるボランティアであり、法務大臣から委嘱

を受けた非常勤の国家公務員です。主な職務は、保護観察を受けている人と面接をして指

導助言をすること、刑務所や少年院に入っている人の帰住先の生活環境を調整すること、

犯罪を予防する啓発活動等です。 

用語解説 
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更生保護女性会は犯罪、非行の未然防止に取り込むボランティア団体です。その始まりは戦

後 犯罪や、非行を憂い更生支援が目的でした。現在は、集会、子育て支援など地域に根ざ

した活動を行っています。 

 

〇社会を明るくする運動 

 保護司会、更生保護女性会、中学校先生、中学生、各ボランティアの方々が、市内３か所

に集合して行います。 

更生保護女性会はタオルで作った 

ペンギンの保護ちゃんを作り、 

「社会を明るくする運動」を呼び 

かけます。当日、中学生の生徒さんが、 

親子連れや道行く方々に、社明の 

パンフレット、保護ちゃんの渡し 

方がとてもスマートで素敵でした。 

 

〇更生保護施設訪問～家族と離れて暮らす女性達の自立支援所～ 

薬物依存からの回復や、社会復帰を目指す施設です。寄付活動で訪問、入所の方とお会いす

る事はありません。 

施設長のお話しで、遠方から来ている方や、年齢の差あり、就職、住宅等を決定される迄に

は、相当な時間とご苦労があると思いました。１日でも早く安定した生活が出来るようにと

願っています。 

他地区の更生保護女性会の皆様も支援して下さっています。 

  

〇少年院運動会を見学 

 朝曇り空のもと運動会が始まりました。途中大雨になり中止の呼びかけがありましたが、

少年達は、このまま競技をしたいと続行しました。 

 終了時、雨があがり、少年達はご家族のテントの前で、泣きながら合唱しました。 

見学の皆さんから大きな拍手が起きました。 

 少年達が２度とこの場所に戻る事が無いようにと、応援された方が沢山いたと思います。 

少年院の寄付活動として手縫いの雑巾をお届けしています。 

 

更生保護女性会は、皆様の参加をお待ちしております 

コラム２  更生保護女性会日野分区  
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第３章 目指すべき姿と基本方針・重点課題  

１. 目指すべき姿  

日野市は、令和元年７月に東京都内では初の「ＳＤＧｓ未来都市」に選定されました。２

０３０年にあるべき姿を、「市民・企業・行政との対話を通した生活・環境課題産業化で実現

する 生活価値（ＱＯＬ）共創都市 日野」と定め、政策立案にあたりＳＤＧｓの視点を組

み入れつつ、社会・経済・環境の統合的な変革モデルとなることを目指します。 

また、「日野地域未来ビジョン 2030」においては、「しあわせのタネを育てあう日野」を

掲げ、一人ひとりの未来への思いに寄り添い共に育てる理念を掲げています。 

本計画ではこれらの理念のもと、犯罪をした者等が社会の一員として受け入れられ、『誰

一人取り残さない』安全で安心して暮らせるまちの実現に向け、事業を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

  

■ＳＤＧｓ 

「ＳＤＧｓ（エス・ディ・ジーズ）＝Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ 

Ｇｏａｌｓ」とは、「誰一人取り残さない（ｌｅａｖｅ ｎｏ ｏｎｅ ｂｅｈｉｎｄ）」

持続可能で、よりよい社会の実現を目指す世界共通の目標です。２０１５年に国連のサミ

ットで採択されました。２０３０年を達成年度として１７のゴール（目標）と１６９のタ

ーゲット（具体的な目標や実施手段）から構成されています。 

資料：国連ガイドラインより 

 

用語解説 
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２. 基本方針  

再犯防止推進法及び国と東京都の再犯防止推進計画を踏まえ、共通理念で定めた基本方針

を、日野市再犯防止推進計画の基本方針とします。 

（１）関係者・関係機関等との緊密な連携・協力と犯罪をした者等への切れ目のない支援 

（２）犯罪被害者等の尊厳への配慮及び犯罪をした者等が自らの責任を自覚し、犯罪被害 

者の心情を理解することの重要性を踏まえた取組の実施 

（３）社会情勢等に応じた効果的な施策の実施 

（４）地域社会の理解と協力を進めるための普及・啓発 

（５）保護司など民間協力者の活動しやすい環境づくりへの支援 

３. 重点課題  

上記基本方針に基づき、犯罪をした者等が、多様化が進む社会において孤立することなく、

再び社会を構成する一員となることができるよう、あらゆる者と共に歩む「誰一人取り残さ

ない」社会の実現に向け、再犯の防止等に関する施策を総合的に推進します。 

 就労・住居の確保等  

犯罪をした者等の社会復帰・再犯防止を実現する上で、就労の有無は再犯率にも影響

する重要な要素であり、刑務所に再び入所した者のうち約７割が再犯時に無職で、不安

定な就労が再犯リスクとなっていることが明らかになっています（国計画より）。また、適

当な帰住先（刑事施設を出所後に住む場所）が確保されていない刑務所出所者の 2年以

内再入率（出所年を含む 2年間において刑務所に再入所する割合）が更生保護施設等へ

入所した仮釈放者に比べて約 2倍高くなっている（国計画より）ことからも明らかなよう

に、適当な帰住先の確保及び就労は、安定した生活を送るための基盤であり、再犯の防

止等を推進する上で重要な要素の一つといえます。  
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＜参考＞ 検挙人員における犯行時の職業別状況（少年除く）（法務省矯正局東京矯正管区提供） 単位:人 

 

 

 

 

 保健医療・福祉サービスの利用の促進等  

刑法犯の検挙人員総数が減少している中で、65歳以上の高齢者の構成比は平成 5年

の 3.1％（9,314人）から令和 4年には 23.1%（3万 9,144人）となり、検挙人員に占

める高齢者の比率の上昇が進んでいます。さらに、65歳以上の刑法犯検挙人員の約 7割

は窃盗で占められ、その多くは万引きで検挙されています（「令和 5年版犯罪白書」より）。

また、高齢者の 2年以内再入率はほかの世代に比べて高く、また知的障害のある受刑者に

ついては、一般に再犯に至るまでの期間が短いことなどが明らかとなっています（国計画よ

り）。 

また、覚醒剤取締法違反の検挙人員は全国で減少傾向にあり、令和 4年は 6,289人

で、4年連続で 1万人を下回りました（「令和 5年版犯罪白書」より）。しかしながら、薬物事

犯者の多くは犯罪をした者等であると同時に薬物依存者の患者である場合が多く、更生に

向けた支援のみならず、薬物依存症からの回復に向けた治療・支援を行うことが求められ

ます。3市においても刑法犯検挙人員のうち覚醒剤取締法・麻薬等取締法・大麻取締法の

違反による検挙人員の割合は、令和３年時点で 13%と少ないものの、検挙人員のうちの再

犯者の割合は 80%を占めており、再犯を防止する上で薬物依存者への支援が重要な要素

となります。 

他にも高齢者、障害のある者、依存症（アルコール、薬物、ギャンブル等）を有する者等、犯

罪をした者等の中には保健医療、福祉サービスの利用が必要な者が多く、有機的な連携の

もと、機動的かつ続的な支援を行う必要があります。 
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 非行の防止・学校と連携した修学支援等  

非行を行う背景には、規範意識の低下、社会とのつながりの希薄化、家庭環境の変化、貧

困や虐待等の被害体験、集団的不良交友関係等様々な要因が複合的に生じているためと

考えられます。非行を生まないためにも、青少年の規範意識の向上、社会とのつながりの強

化、世帯の抱える生活課題への支援が求められています。また、全国の高等学校進学率は

98.8%ですが、少年院入所者の 24.4%、入所受刑者の 33.8％が中学校卒業後、高等学

校に進学しておらず、また非行等が原因で高等学校を中退している者も少年院入所者の

56.9%と多い状況です（国計画より）。非行の未然防止や青少年の健全育成のため、また

非行や犯罪に陥った少年が立ち直り地域社会の一員として社会復帰を果たすために、学

校・家庭・地域・関係機関等が連携して相談支援体制の充実や居場所づくり、必要な修学支

援等の取組を行うことが必要です。 

 

 民間協力者の活動と広報・啓発活動の促進等  

各地域において、犯罪をした者等の指導・支援、犯罪予防活動等に当たる保護司や犯罪

をした者等の社会復帰を支援するための幅広い活動を行う更生保護女性会、その他多くの

民間ボランティアの方々が地道に活動しています。しかし、保護司の高齢化、民間ボランテ

ィアの減少、再犯防止に関する施策等が身近なものではない等の課題があり、引き続き支

援を行っていく必要があります。 

  

更生保護マスコットキャラクターのホゴちゃん（左）とサラちゃん（右） 
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日野市社会福祉協議会では、高幡事務所に権利擁護支援センター日野を設置し、認知症や精

神疾患、知的障害などで、必要な福祉サービスを適切に利用することが困難な方、日常の金銭

の管理に不安がある方をサポートするための、地域福祉権利擁護事業を行っています。 

毎月１回、生活支援員が自宅を訪問し、市役所などから届いた書類を整理したり、必要な手

続きや金融機関から生活費などを払い戻すお手伝いをしています。 

 

また、判断能力が著しく低下している方等を法律的に支援する仕組みとして、成年後見制度

があります。 

家庭裁判所へ申立てをし、成年後見人等の本人の権利を守る援助者を選任し、身上保護と財

産管理の両面から支援を行うものです。判断能力が不十分な方でも、その人らしく暮らしてい

けるようにするための制度です。 

 

これらの制度を利用している方の中にも、罪を犯してしまった方がいます。支援に関わって

いる各機関がしっかりと連携し、それぞれの役割を果していくことで日常生活が安定し、結果

として再犯防止にもつながっていると思います。 

 再犯防止のための連携体制の整備等  

犯罪をした者等が地域社会の中で孤立することなく、自立した社会の構成員として安定

した生活を送るためには、刑事司法手続終了後も、国、地方公共団体、民間協力者等がぞれ

ぞれの役割を果たしつつ、相互に連携して支援することで、犯罪をした者等が、地域社会の

一員として、地域のセーフティネットの中に包摂され、地域社会に立ち戻っていくことが重

要です。 

 

 日野市・多摩市・稲城市 ３市共通の取組  

① 再犯防止への市民の理解促進に向けた取組を共に進めるため、３市間の連携を強化

していきます。 

➁ 犯罪をした者等が適切な行政情報を受けられるよう、３市協働で情報提供の充実に

向けた取組を進めます。 

③ 保護司会と３市で定期的な意見交換を行い、緊密に連携していきます。また、サポート

センターの管理・運営など保護司会活動への支援も保護観察所と共に充実に努めま

す。 

④ 各市における社会を明るくする運動の広報活動について、市と保護司会・更生保護女

性会の協働による取組を進めます。 

 

コラム３  日野市社会福祉協議会  
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第４章 重点課題ごとの主な取組  

本計画では、重点課題ごとの主な取組として、再犯の防止を目的にするもののほか、市民

の方々へ提供している各種施策で、再犯防止につながる施策についても掲げています。 

１. 就労・住居の確保等  

就労や住居確保のための相談・支援等を充実させることで、誰もが地域社会の一員として

安心して生活できる環境を整備します。 

 就労を支援する取組  

①  就労のための相談支援 

・就労の確保に向け、ハローワークや東京都若者総合相談センター（若ナビα）、東京

仕事センターなど、就労に関する支援機関の情報を提供します。 

・市の生活困窮者自立支援窓口をはじめとした相談支援窓口で、一人ひとりの状況に

応じて就労に向け相談を受け、就労の確保に向け、ハローワークや東京都若者総合

相談センター（若ナビα）、東京仕事センター等の適切な支援先につなぎます。 

・一般就労が難しい障害等がある方や高齢者には、それぞれにあった地域の雇用の場

を確保し、就労に向けた支援を行います。 

●就職面接会の実施【産業振興課】 

ハローワーク八王子、八王子市と共催で、全年齢を対象とした合同就職面接会を 

実施します。 

●ナイスワーク高幡【産業振興課】 

ハローワーク八王子の求人情報や職業紹介等を行います。 

●生活・就労支援事業【障害福祉課】 

日野市障害者生活・就労支援センターにおける就労支援事業です。 

１ 障害者（児）等（手帳の有無は問わない）並びにその家族に対し、生活及び

就労に関する相談並びに支援を一体的に行うとともに、市民に対し障害理解

に関する啓発等を行うことにより、障害者（児）等の安定した地域生活の向

上を図ります。 

２ 生活・就労支援事業…認定ＮＰＯ法人やまぼうし「くらしごと」に委託 

①就労面の支援 ②生活面の支援 ③地域開拓促進 ④関連機関との連携 

●シルバー人材センター事業【高齢福祉課】 

高齢者のもつ経験と能力を社会に役立てることにより高齢者の社会参加と生きが

いを促進し、福祉の増進を図る目的をもって設立するシルバー人材センターの管

理を行います。 
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●就労準備支援（生活困窮者自立支援事業）【セーフティネットコールセンター】 

生活困窮者の自立した生活のための支援です。一般就労が困難なひきこもりの方

や生活困窮者等に対し、日常生活の自立、社会生活の自立及び就労の自立に向け

た居場所支援や就労体験等の支援を実施します。 

②  関係機関等との連携 

・就労支援に向け、市各課及び近隣市、国や東京都の各支援機関、関係機関団体等が

連携を密にし、連携した支援を継続して行い、犯罪や非行等をした者の社会復帰に

向け取り組みます。 

●自立相談支援事業【セーフティネットコールセンター】 

生活に困りごとを抱えている方、どこに相談したらいいのか分からない等、相談

を受け、関係機関と連携して問題の解決に向けた支援を行います。 

●生活保護【生活福祉課】 

最低限度の生活を保障する生活保護制度のうち、就労が可能な場合はハローワー

ク等と連携し、就労を支援し安心した生活を確保します。 

●金銭管理支援・家計相談【生活福祉課】 

生活保護利用者に対して、金銭管理の支援及び家計のやり繰りの相談を受け、安

定した生活の維持及び自立の促進を図ります。 

●協力雇用主制度【総務課】 

事業主等に対して、協力雇用主制度について周知します。 

 

 住居の確保  

①  公営住宅や住宅セーフティネット制度等の利用  

・低所得世帯やひとり親世帯、障害者や高齢者の世帯等で住居に困窮する世帯に対し、

公営住宅や住宅セーフティネット制度（東京ささエール住宅等）、日野市住宅セー

フティネット相談事業等を活用し住居の確保を支援します。 

●公営住宅空き住戸の募集【財産管理課】 

住宅セーフティネットとして、安全で快適な住まいを低所得者向け（暴力団員除

く）に提供します。 

●住宅セーフティネット相談事業（あんしん住まいる日野）【都市計画課】 

低所得世帯者、高齢者、ひとり親世帯、ＤＶ被害者や生活困窮者等の住宅確保要

配慮者を対象に民間賃貸住宅に関する相談窓口を設置します。必要に応じて福祉

サービスの紹介や民間賃貸住宅への円滑な入居の支援を行います。 
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②  高齢者や障害者等が安心して生活できる場所の確保  

・自立が難しい高齢者や障害者等が安心して生活するために、生活の場となる施設等

への入所支援を行います。 

・経済的に困窮する市民に対し、生活保護等の制度を利用し住居の確保をした上で自

立に向けた支援を行います。 

●高齢者住宅事業（シルバーピア）【高齢福祉課】 

自立した日常生活ができる一人暮らしの高齢者又は高齢者のみの世帯の方のた

めの集合住宅です。これを提供することにより、高齢者の生活の安定と福祉の

増進に寄与することを目的とします。 

●ふれあいサロン事業【高齢福祉課】 

住み慣れた地域で支えあい、安心していきいきと暮らすことができるまちとし

ていくことを目的として取り組んでいる「日野市高齢者見守り支援ネットワー

ク」の一環として、自宅にこもりがちな高齢者が気軽に立ち寄れる居場所を確

保し、日常的な交流を行う地域活動の立ち上げ、運営の支援をする「ふれあい

交流型」事業を実施します。 

●高齢者相談支援（地域包括支援センター）事業【高齢福祉課】 

地域で暮らす高齢者の方々の総合相談窓口です。安心して暮らせる地域づくり

から、介護、総合事業、権利擁護に関することまで様々な業務を各関係機関と

連携しながら取り組みます。 

  

 

■住宅セーフティネット制度 

住宅確保要配慮者（低所得者、高齢者、障害者、子育て世帯、災害被災者等）を対象に、

安全かつ良質な住宅として登録された住まいを供給するための制度です。 

この制度に基づき登録されたセーフティネット住宅は、住宅確保要配慮者の入居を拒ま

ない賃貸住宅です。 

■東京都若者総合相談センター（愛称：若ナビα） 

若者やその家族が抱える様々な悩みに対する総合相談窓口で、東京都内にある専門の窓

口や支援機関等へのつなぎ支援や情報提供等を行っています。 

用語解説 
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２. 保健医療・福祉サービスの利用の促進等  

誰一人取り残さない、よりよい社会の実現を目指し、一人ひとりの特性に応じたきめ細か

な支援を行うため、行政と関係各機関団体、地域の有機的な連携のもと機動的かつ継続的な

支援を行います。 

 犯罪や非行等をした人が抱える困難への取組  

①  様々な困りごとのための相談支援 

・複雑に絡んだ様々な課題や困りごとに対し、一人ひとりの特性や置かれている背景

等を把握し、その状況に応じた適切な支援先につなぎ、関係各機関団体等と情報を

共有し、連携した支援を継続して行います。 

・認知機能が低下した高齢者と家族に対する支援について、地域包括支援センターを

はじめとした高齢者の支援機関に速やかにつなぎ、適切な支援を行います。 

・障害や特性がある方と家族に対し、早期に保健医療・福祉のサービスを利用できる

よう関係機関等が連携し支援を行います。 

●人権身の上相談事業【平和と人権課】 

人権身の上相談を実施します。 

●健康管理支援【生活福祉課】 

心身の問題で日常生活能力が十分に発揮できず、安定した社会生活が営めない

者に必要な支援を行うことにより阻害要因の解消を図り、利用者等の自立を助

長します。 

●個別援助活動（関係機関連携）【障害福祉課】 

 医療観察制度対象者のＣＡＰ会議へ参加し、関係機関と連携して対象者の地域

生活に向けた支援を実施します。 

●地域生活支援事業【障害福祉課】 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支

援法）第７７条により市町村の地域生活支援事業としてあげられている事業の

うち、日野市で取り組んでいる主な事業です。 

①相談支援事業（やまばと、ゆうき、ここななおへの委託で実施） 

②地域活動支援センター事業 ③成年後見制度利用支援 

④コミュニケーション支援事業（手話派遣など） 

⑤移動支援事業（外出支援） ⑥日常生活用具費助成  など。 

●ひきこもり対策支援【セーフティネットコールセンター】 

ひきこもりの状態にある方及びその家族への相談支援及びセミナーなどを実施

します。 

②  薬物依存者の回復に必要な支援（相談など）  
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・薬物等の依存がある、またその疑いがある人の支援について関係機関等と連携し、

専門の医療機関や支援団体等につなぎ、必要な福祉サービスを利用できるよう支援

を行います。 

●障害者総合支援法に基づく自立訓練【障害福祉課】 

薬物依存症の方の相談に応じ、生活に必要な考え方生き方を身につけ、続けら

れるように支援します。必要に応じて医療への受診などのサポートを行います。 

③  関係機関等と連携した見守り体制の充実  

・地域で安心して生活するために関係各課、関係各機関団体、地域が連携し、見守り

体制を整備することで必要な時に適切な福祉サービスを受け、安心して生活できる

よう支援します。 

●高齢者見守り支援ネットワーク事業【高齢福祉課】 

地域に住んでいる方々、お店や事業所、地域包括支援センターが連携して、高

齢者の様子の変化を早めに見つけ、速やかに対応するための取組です。 

●福祉の初期総合相談支援【セーフティネットコールセンター】 

どこに相談したらいいか分からないなど、福祉のあらゆる相談を受け必要な支

援や機関につなぎ、見守り体制を作るなど、継続した支援を行います。 

 

 生活困窮等に対する取組  

①  自立に向けた相談支援 

・一人ひとりの生活状況に応じた支援を行うため、生活状況等を丁寧に聴きとり、必

要な支援を計画的に実施し、早期に自立した生活ができるよう支援を行います。 

●生活困窮者自立支援事業【セーフティネットコールセンター】 

生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るもので、生活困窮者に対し

ての相談、支援を実施します。 

●高齢者生活支援事業（配食サービス、安心サポート事業等）【高齢福祉課】 

（配食サービス）病気・高齢のため、買い物や調理が困難な方に、栄養バラン

スを考えた食事を届け、安否確認を行います。 

（安心サポート）一人暮らし等で介護認定を受けている方に、医療機関での待

ち時間の介助や掃除などのサービスを行います。 

②  生活全般に対する支援 

・安定した生活に向け、必要な情報や助言等を定期的に行い、関係機関等と連携し寄

り添った支援を行います。 
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●債務整理支援【生活福祉課】 

多重債務等を抱えている生活保護利用者に対し、日本司法支援センターの利用に

向けての相談及び債務解消の助言を行うことにより、利用者の債務の解消及び社

会生活での自立を図ります。 

●家計改善支援（生活困窮者自立支援事業）【セーフティネットコールセンター】 

生活困窮世帯の家計（収支）相談支援です。生活保護に至る前の段階の自立支援

策の強化を図るもので、生活困窮者に対して、家計相談・金銭管理等を実施しま

す。 

 

３. 非行の防止・学校と連携した修学支援等  

学校、家庭、地域が連携・協働し、全ての子どもが学び、遊び、安心して健やかに成長でき

るよう環境を整えます。 

 子育て等に関する取組  

①  周産期から出産、育児、学齢期の子どもと家庭の相談支援  

・犯罪や非行等をした人の背景には、複雑な家庭環境である場合が少なくありません。

周産期からの相談支援体制を作り、家庭が抱える様々な困難の解決に向け、関係機

関等と連携して支援を行います。 

・親が、教育や子育て等に悩んだときに気軽に相談できる体制を整え、親と子どもに

必要な支援につなぎます。 

●子どもの学習・生活支援（生活困窮者自立支援事業） 

【セーフティネットコールセンター】 

生活困窮世帯の子どもの学習・生活等の支援です。生活困窮家庭の子どもに対し、

家庭や学校以外で安心できる居場所として勉強したり人間関係を深めたりできる

「学び合いの場」を提供し、困窮状態から脱却するための支援を実施します。 

●子どもと家庭の総合相談窓口事業【子ども家庭支援センター】 

子ども及びその家庭の様々な相談を受け、必要な支援につなぎます。 

●児童虐待防止対策事業（要保護、要支援児童の相談支援事業） 

【子ども家庭支援センター】 

児童福祉法に規定する要保護児童対策地域協議会として、虐待を受けたり、養育

困難な世帯の児童及びその家庭の支援を行います。 

●子ども包括支援センター【子ども部】 

全ての子どもの健やかな成長を切れ目なく支援する子ども・家庭・地域の子育て

機能の総合支援拠点として、安心して妊娠・出産・子育てができ、子どもが健や

かに育つまちを目指します。 
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②  特性のある子どもの相談支援 

・周産期からの相談を行う中で、子どもに障害や特性がある場合には、それに応じた

支援を早期に行います。 

・支援を行う際には、専門機関と連携して継続した支援を行います。 

●心理相談事業【発達教育支援課】 

詳細な子どもの状況を把握するための心理士による相談です。発達面や情緒面で

のアセスメントを行い、適切な支援へつないでいます。 

●ライフスキルトレーニング事業【発達教育支援課】 

高校生を対象とした指導です。将来の自立に向けて必要なスキルのトレーニング

を行い、エールでのトレーニングの他、市内イベントにボランティアスタッフと

して参加します。 

●スクールソーシャルワーカーによる支援事業【発達教育支援課】 

不登校等の課題を抱えた児童・生徒を取り巻く環境へ働き掛けを行い、福祉関係

機関とのネットワークも活用して学校の支援体制の充実と課題解決への対応を図

ります。 

●スクールカウンセラーによる相談対応【教育指導課】 

児童及び生徒の臨床心理に関して、高度に専門的な経験を有する臨床心理士をス

クールカウンセラーとして配置し、いじめや不登校等の未然防止、改善及び解決

並びに学校内の教育相談体制等の充実を図ります。スクールカウンセラーは、児

童・生徒へのカウンセリングや教職員・保護者に対して助言や援助等を行います。 

●学校生活相談事業（わかば教室）【教育センター】 

「わかば教室」は、様々な要因により、長期間の欠席状況にある児童・生徒の社会

的自立心の醸成並びに学習及び学校への登校を支援するためのものです。 

 

 困難を抱える子どものための学習・居場所等の取組  

①  全ての子どもが学ぶ機会を得ることができる取組  

・家庭環境やその子どもが抱える特性等に関わらず、学習する機会を得るための取組

を行います。 

・市内小中学校の子どもたちが抱える様々な悩みの解決のため、児童生徒とその親に

対する相談支援体制を充実します。 

・学習に必要な費用の捻出が困難な家庭に対しては、子どもの学習や進学のための支

援につなぎ、子どもが学ぶ機会を支援します。 

●放課後子ども教室（ひのっち）事業【子育て課】 
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子どもたちが地域の中で、心豊かで健やかに育まれる環境づくりを提供してい

くことを目的に、放課後の子どもたちの居場所づくりを、地域の方々の協力を

得て実施している事業です。放課後に学校内の教室や校庭、体育館などに「ひ

のっちパートナー」を配置し、見守りを行うことで、放課後の遊び場環境を提

供します。また、ひのっちをさらに楽しく過ごせる居場所とするため地域の遊

びや学びの達人である「学習アドバイザー」が内容の充実を図ります。 

●受験生チャレンジ支援【セーフティネットコールセンター】 

中学３年生、高校３年生の受験料及び塾代を貸し付ける事業です。進学した場

合は返済が免除になります。 

●ひとり親家庭等の子どもへの就学等支援（母子父子福祉資金貸付） 

【セーフティネットコールセンター】 

東京都母子及び父子、女性福祉資金の貸付及び償還の事業を実施します。 

全額東京都からの資金で実施、母子及び父子家庭の子の学費や転宅資金等の貸付

及び償還も実施します。 

②  全ての子どもが孤立することなく、大切に育まれるための取組  

・様々な困難を抱える子どもを、温かく迎え、孤立しないよう、子どもの居場所支援

に取り組む関係機関団体と連携し、協力して取り組みます。 

・子どもと家庭に関する様々な困りごとを解決するための「子どもと家庭の総合相談」

の充実を図り、相談内容に応じた支援の実施や支援先へのつなぎ、専門機関と連携

した支援を行います。 

●子ども食堂推進事業【子育て課】 

地域の子どもたちに食事及び交流の場を提供する「子ども食堂」を運営する団

体へ、その経費の一部を補助したり、情報共有を行う場を設けたりすることで、

地域コミュニティの醸成と子どもの居場所支援に取り組みます。 

●児童館事業【子育て課】 

少年少女、若者の居場所の１つとして、児童館に来館し、時にはリーダーとし

て活動します。 

 

 青少年の健全育成のための取組  

①  地域や関係機関・団体等と連携した見守り等の取組  

・非行を生まない地域の実現に向けて、青少年を支援する機関団体と連携し、青少年

の健全育成のための見守りを充実します。 

・青少年とその家庭が抱える課題を、青少年を支援する機関団体と共有し、青少年の

健全育成に取り組みます。 
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●青少年育成を目的としたイベントにボランティアとして参加する【子育て課】 

各中学校区単位で活動している育成会の事業や青少年を育成するジュニアリー

ダー講習会、市が主催する祭りにボランティアとして参加します。 

●地区青少年育成会【子育て課】 

日野市地区青少年育成会（通称「育成会」）は中学校区ごとに組織され、子ども

が健やかに育つことを願い、自分の子どもだけでなく、地域に住む全ての子ども

に関心を持ち、地域ぐるみで青少年の育成について考え活動します（日野市民全

員が育成会会員という位置づけ）。育成会毎に様々な活動を行います。 

●青少年委員の会【子育て課】 

青少年委員は、自分居住地域及び市内全域において青少年の健全育成に関する

活動をするために市から委嘱された委員です。青少年委員の会は市内中学校区か

ら２名ずつの委員計１６人で構成されます。年代、職業、子どもたちと関わるバッ

クグラウンドは様々ですが、子どもの活動の中で得意分野やネットワークを活か

し、地域と学校、行政とのパイプ役として、また子どもたちのふれあいや遊びのき

っかけづくりを心がけて活動します。 

②  青少年の薬物乱用防止のための普及啓発  

・青少年を薬物等の乱用被害から守り、また乱用を防止するため、関係機関団体等と

連携し、啓発活動を実施します。 

●青少年薬物乱用対策推進本部会議【健康課】 

青少年を薬物乱用の被害から守り健全な育成を図るため、日野市青少年薬物乱

用対策推進本部設置要綱に基づき、学校、警察、保健所、東京都薬物乱用防止

推進日野地区協議会その他関係機関との情報交換の場として年１回開催しま

す。 

 

③ 性犯罪・性暴力の防止に向けた意識啓発 

・多様化する性犯罪、性暴力等の被害から若年層を守るため、関係機関団体等と連携

し、啓発活動を実施します。 

●若年層に向けた意識啓発【平和と人権課・セーフティネットコールセンター】 

 ストーカー、性犯罪、性暴力等の防止に関する啓発を行います。警察と連携し、

近隣の大学等へストーカー、性犯罪、性暴力及びデート DV 等の防止に関する出

張講座を開催します。 

●学校等における教育や啓発の内容の充実【平和と人権課・教育指導課】 

 性犯罪、性暴力被害予防に向けたリーフレット等の資料を活用し、保護者や地域

の意識を高めます。その上で学校は、保護者、地域の理解を得ながら予防教育を

推進していきます。学校へのデート DV 出張講座や情報提供等も行います。 
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４. 民間協力者の活動と広報・啓発活動の促進等  

犯罪や非行等をする人を生まない地域社会の実現には、民間協力者等の方々との連携が必

要です。犯罪や非行等をした人たちの立ち直りを支援するとともに、犯罪や非行の防止、安

全で安心して生活できる地域社会の実現に向けた啓発活動に取り組み、地域住民の理解と協

力を求めます。 

 立ち直りの支援の広報と啓発活動  

①  民間協力者の活動支援の充実 

・犯罪や非行等をした人の立ち直りを支える民間協力者を支援し、更生保護活動が活

発になるように努めます。 

●事務支援の実施【総務課】 

保護司会等を支援するため事務局として、補助金の交付を通して更生保護活動

が円滑に行えるよう支援します。 

●保護司の面接場所の確保【総務課】 

日野市内で活動する保護司の方々が安心して保護観察対象者と面接ができるよ

う、面接場所として利用可能な公共施設の検討・調整を行う。 

②  再犯防止や立ち直りの支援に関する啓発活動  

・再犯防止や更生保護活動に関する啓発のため、社会を明るくする運動をはじめとす

る普及啓発活動を推進します。 

●社会を明るくする運動【総務課】 

社会を明るくする運動は、犯罪や非行の防止と犯罪や非行をした人たちの更生

について理解を深め、地域が力を合わせ犯罪や非行のない安全で安心な明るい

地域社会を築くための全国的な運動です。 

日野市では、７月の強調月間を中心に、街頭広報活動や市立中学校２年生を対

象とした出前授業、作文コンテストなど更生保護活動に理解と協力を求めるた

め様々な広報活動を行います。 
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③  誰もが安全で、安心して生活できる地域社会の実現に向けた防犯活動の推進 

・犯罪や非行等が起こらない、誰もが安全で安心して暮らせるまちをめざし、防犯に

関する啓発を推進し、地域住民の防犯意識の向上を図ります。 

・地域、関係機関団体と連携し、情報を共有しながら犯罪や非行等が起こらないまち

の実現に向けた取組を行います。 

●生活安全協議会【防災安全課】 

全ての市民が安全で安心して暮らせるまちづくりを推進するため、関係団体間

で市民生活の安心安全に関する情報や意見を交換し、連携の強化を図っていま

す。 

●自主防犯組織【防災安全課】 

犯罪に強いまちづくりのため、各自会等で防犯パトロールや子どもの見守り、

防犯に係る学習など自主的な活動を行っています。市ではそのような団体に防

犯グッズの貸与や保険加入、助成金などにより支援を行っています。 

５. 再犯防止のための連携体制の整備等  

犯罪をした者等が支援を受けるために、保健医療・福祉サービス等の支援や制度に関する

情報提供ができるよう連携体制の整備に努めます。 

 立ち直り支援のための関係機関団体等の連携した取組  

①  民間協力者や関係機関団体等の連携した支援  

・犯罪や非行等をした人の立ち直りを支援する民間協力者や関係機関団体等と情報を

共有し連携した支援を行います。 

●保護司会【総務課】 

犯罪や非行等をした人の立ち直りを地域で支えるボランティアです。法務大臣

から委嘱を受けた非常勤の国家公務員です。主な職務に、保護観察を受けてい

る人と面接をして指導助言をすること、刑務所や少年院に入っている人の帰住

先の生活環境を調整すること、犯罪を予防する啓発活動等を行います。 

日野市は、多摩市と稲城市の３市で連携し、「更生保護サポートセンター」を

拠点に犯罪や非行等をした人との面接や関係機関との協議等を行っています。 

●更生保護女性会【総務課】 

地域社会の犯罪・非行の未然防止のための啓発活動を行うとともに、青少年の

健全な育成を助け、犯罪をした人や非行のある少年の改善更生に協力すること

を目的とするボランティア団体です。地域の実情に即した非行問題等を話し合

うミニ集会のほか、子育て支援の活動などに取り組んでいます。 
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６. 日野市・多摩市・稲城市 ３市共通で行う取組  

これまで日野市・多摩市・稲城市は「日野・多摩・稲城地区保護司会」と連携して再犯防止

活動に取り組んできました。今後、犯罪をした者等が抱える様々な課題に対応し、支援を必

要とする者が各種サービスを収集できるよう、また再犯防止に対する市民の理解を深めてい

くため、引き続き３市間の連携を強化していく必要があります。 

 ３市共通で行う取組  

①  ３市が連携した再犯防止の活動 

・犯罪や非行等をした人の立ち直りを支援するため、一人ひとりに適した支援や近隣

市との連携体制を強化します。 

●各市における社会を明るくする運動の広報 

日野・多摩・稲城地区保護司会のうち、各市の分区が主催となって実施されてい

る「社会を明るくする運動」の広報活動について、市と保護司会の協働による取

組を推進します。 

●３市職員勉強会 

外部講師による講義の受講や更生保護施設の見学を行い、更生支援を学ぶ取組

を３市で連携して行います。 

●３市職員と保護司意見交換会 

日野・多摩・稲城地区保護司会との意見交換を行い、相互の情報について共有し

ます。 

●保護司候補者検討協議会 

保護司になり得る人材の発掘のため、東京保護観察所及び日野・多摩・稲城地区

保護司会が開催する保護司候補者検討協議会に協力します。 
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  参考資料 

 

再犯の防止等の推進に関する法律（平成２８年法律第１０４号）概要 
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実
施

 
○

 
雇
用
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
職
業
訓
練
種
目
の
整
理

 
○

 
寄
り
添
い
型
の
支
援
に
よ
る
職
場
定
着
支
援
及
び
離
職
後
の
再
就
職
支
援
、
多
様
な
協
力
雇
用
主
の
開
拓
及
び
そ
の
支
援
の
充
実

 

(2
) 住

居
の

確
保

 
○

 
更
生
保
護
施
設
等
が
地
域
社
会
で
の
自
立
生
活
を
見
据
え
た
処
遇
（
福
祉
へ
の
つ
な
ぎ
、
薬
物
依
存
回
復
支
援
、
通
所
・訪
問
支
援
等
）
を

行
う
た
め
の
体
制
整
備

 

○
 
地
域
社
会
に
お
け
る
定
住
先
の
確
保
に
向
け
た
居
住
支
援
法
人
と
の
連
携
強
化
、
満
期
釈
放
者
等
へ
の
支
援
情
報
の
提
供

 

②
 

保
健

医
療

・
福

祉
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

の
促

進
 

(1
) 高

齢
者

又
は

障
害

の
あ

る
者

等
へ

の
支

援
 

○
 
福
祉
的
支
援
の
ニ
ー
ズ
の
適
切
な
把
握
と
動
機
付
け
の
強
化

 
○

 
刑
事
司
法
関
係
機
関
、
更
生
保
護
施
設
、
地
域
生
活
定
着
支
援
セ
ン
タ
ー
、
地
方
公
共
団
体
等
の
多
機
関
連
携
の
強
化

 
○

 
被
疑
者
等
段
階
か
ら
の
生
活
環
境
の
調
整
等
の
効
果
的
な
入
口
支
援
の
実
施

 

(2
) 薬

物
依

存
の

問
題

を
抱

え
る

者
へ

の
支

援
 

○
 
矯
正
施
設
及
び
保
護
観
察
所
に
お
け
る
一
貫
し
た
専
門
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施

 
○

 
更
生
保
護
施
設
等
の
受
入
れ
・
処
遇
機
能
の
充
実
、
自
助
グ
ル
ー
プ
等
の
民
間
団
体
と
の
連
携
強
化

 
○

 
増
加
す
る
大
麻
事
犯
に
対
応
し
た
処
遇
の
充
実

 

③
 学

校
等

と
連

携
し

た
修

学
支

援
 

○
 
矯
正
施
設
と
学
校
と
の
連
携
に
よ
る
円
滑
な
学
び
の
継
続
に
向
け
た
取
組
の
充
実

 
民
間
の
学
力
試
験
の
活
用
や
高
卒
認
定
試
験
指
導
に
お
け
る

IC
T
の
活
用
の
推
進
、
在
院
中
の
通
信
制
高
校
へ
の
入
学

 
○

 
学
校
や
地
域
社
会
に
お
け
る
修
学
支
援
の
充
実
、
地
域
に
お
け
る
非
行
の
未
然
防
止

 

④
 

犯
罪

を
し

た
者

等
の

特
性

に
応

じ
た

効
果

的
な

指
導

 

○
 
拘
禁
刑
創
設
の
趣
旨
を
踏
ま
え
た
改
善
指
導
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
充
実
、
犯
罪
被
害
者
等
の
心
情
を
考
慮
し
た
処
遇
の
充
実

 
○

 
若
年
受
刑
者
に
対
す
る
少
年
院
の
ノ
ウ
ハ
ウ
や
設
備
等
を
活
用
し
た
指
導
、
特
定
少
年
に
成
年
と
し
て
の
自
覚
・
責
任
を
喚
起
す
る
指
導

 
○

 
性
犯
罪
や
ス
ト
ー
カ
ー
・
D

V
加
害
者
、
女
性
等
の
特
性
に
応
じ
た
指
導
等
の
充
実

 

⑤
 

民
間

協
力

者
の

活
動

の
促

進
 

○
 
持
続
可
能
な
保
護
司
制
度
の
確
立
と
そ
の
た
め
の
保
護
司
に
対
す
る
支
援

 
保
護
司
の
活
動
環
境
等
に
つ
い
て
の
検
討
・試
行
、
保
護
司
活
動
の
デ
ジ
タ
ル
化
の
推
進

 
○

 
地
域
の
民
間
協
力
者
（
N

P
O
法
人
、
自
助
グ
ル
ー
プ
、
弁
護
士
等
）
の
積
極
的
な
開
拓
及
び
一
層
の
連
携

 
○

 
民
間
事
業
者
の
ノ
ウ
ハ
ウ
等
を
活
用
し
た
再
犯
防
止
活
動
の
促
進

 

⑥
 地

域
に

よ
る

包
摂

の
推

進
 

○
 
国
・
都
道
府
県
・
市
区
町
村
の
役
割
の
明
確
化

 
○

 
地
方
公
共
団
体
の
取
組
へ
の
支
援

 
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
再
犯
防
止
の
推
進
に
向
け
た
取
組
の
促
進
、
地
方
公
共
団
体
へ
の
情
報
・知
見
の
提
供

 
○

 
地
域
に
お
け
る
支
援
の
連
携
強
化

 
保
護
観
察
所
、
法
務
少
年
支
援
セ
ン
タ
ー
（
少
年
鑑
別
所
）
に
お
け
る
地
域
援
助
の
推
進
、
更
生
保
護
地
域
連
携
拠
点
事
業
の
充
実

 
○

 
相
談
で
き
る
場
所
の
充
実

 
保
護
観
察
所
に
よ
る
刑
執
行
終
了
者
等
に
対
す
る
援
助
の
充
実
、
更
生
保
護
施
設
に
よ
る
訪
問
支
援
事
業
の
拡
充

 

⑦
 

再
犯

防
止

に
向

け
た

基
盤

の
整

備
 

○
 
矯
正
行
政
・更
生
保
護
行
政
の
デ
ジ
タ
ル
化
と
デ
ー
タ
活
用
に
よ
る
処
遇
等
の
充
実
、
情
報
連
携
と
再
犯
防
止
施
策
の
効
果
検
証
の
充
実
、
人

的
・物
的
体
制
の
整
備

 

７
つ

の
成

果
指

標
を

設
定

し
、

本
計

画
に

基
づ

く
具

体
的

施
策

の
実

施
状

況
・効

果
に

つ
い

て
適

切
に

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
 

①
検
挙
者
中
の
再
犯
者
数
及
び
再
犯
者
率

 
②
新
受
刑
者
中
の
再
入
者
又
は
刑
の
執
行
猶
予
歴
の
あ
る
者
の
数
及
び
割
合

 
 
③
出
所
受
刑
者
の
２
年
以
内
再
入
者
数
及
び
再
入
率

 
④
主
な
罪
名
・特
性
別
２
年
以
内
再
入
率

 
⑤
出
所
受
刑
者
の
３
年
以
内
再
入
者
数
及
び
再
入
率

 
⑥
主
な
罪
名
・特
性
別
３
年
以
内
再
入
率

 
⑦
保
護
観
察
付
（全
部
）執
行
猶
予
者
及
び
保
護
観
察
処
分
少
年
の
再
処
分
者
数
及
び
再
処
分
率

 

第
二

次
再

犯
防

止
推

進
計

画
の

基
本

的
な

方
向

性
 

①
 
犯

罪
を

し
た

者
等

が
地

域
社

会
の

中
で

孤
立

す
る

こ
と

な
く

、
生

活
の

安
定

が
図

ら
れ

る
よ

う
、

個
々

の
対

象
者

の
主

体
性

を
尊

重
し

、
そ

れ
ぞ

れ
が

抱
え

る
課

題
に

応
じ

た
“
息

の
長

 
 

い
”支

援
を

実
現

す
る

こ
と

。
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